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令和７年度第３回甲賀市子ども・子育て応援団会議 会議録 

 

日時：令和８年１月２９日（木）  

１０時００分～１１時４５分 

場所：甲賀市役所３０１会議室  

 

１．開会 

 

２．市民憲章唱和 

 

３．議事 

発言者 内容 

会長 皆さんおはようございます。 

本日は３つ議題があるのですが、甲賀市こども基本条例のたたき台が出てき

ておりまして、そちらについて皆様には、全員から順番にご意見をいただこう

かなというふうに考えておりますので、少し最初に心づもりをしておいていた

だけるとありがたいです。 

これからまたこどもたちへの支援、それから子育てしている保護者の方の支

援がますます重要になってくるんですけれども、実は１つ皆様に残念なお知ら

せがございまして、私は滋賀県にありますびわこ学院大学で働いているんです

けれども、そちらの短期大学部が、次の年度、４月に１年生が来るんですけれ

ども、その１年生の新入生を迎えた後に、募集停止ということが、昨年の１２

月２２日に発表されました。 

これは全国的な流れで、いろいろな短期大学部の募集停止っていうのが報道

されているんですけれども、ちょっと調べさせていただきますと、１９９６年

に、全国で５９８の短期大学部があったんですけれども、２０２５年の５月時

点には２９２というふうになっていて、そのあと本学も閉鎖を決めておりま

す。 

毎年、保育士を目指す学生が減ってきているということで、危機感はあった

んですけれども、どこかのタイミングで、本学としても、決断をしないといけ

なくなったのかなというふうに考えております。 

地方では、保育士の人材不足がすごく大きな問題となっておりまして、どこ

の地方でも短期大学部がどんどん閉鎖していくことが、より子育てや、子供た

ちへの支援の担い手が減っていくということで、すごく大きな問題となってい

て、私も非常に重く受けとめています。 

なかなか若い人たちに、こどもに関わることとか、新しい世代を、産み育て

ることに対して、何かこう魅力っていうものが、伝わりにくい時代になってい

るのかなと思っておりまして、微力ながらも皆さんと力を合わせて、大変なこ

とも多いんですけれども、子育てに関わることとか子供たちに関わることって

いうのは、すごく希望があることなんだっていうことを次の世代に伝えていけ

るように、一緒に会議の方を盛り上げていただけるとありがたいなというふう
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に思っております。 

はい。 

すいませんちょっと長くなったんですけれども、それでは議事に入らせてい

ただきます。その前に、会議の成立について事務局から報告の方、よろしくお

願いいたします。 

事務局 本日の会議の成立について事務局からご報告をいたします。 

条例第６条第２項では、会議は委員の半数が出席しなければ開くことができ

ないとなっております。 

本日の会議には、委員１９名中、１４名の委員にご出席いただいていますこ

とから、会議開催の要件を満たしていることをご報告いたします。 

会長 ありがとうございました。それでは次第に基づき進めます。 

議事１、第３期甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画の一部の変更につ

いて、事務局より説明の方よろしくお願いいたします。 

事務局 それでは次第の３議事の１、第３期甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計

画の一部変更について、ご説明をさせていただきます。 

お手元の資料１－１、計画の一部変更案の資料をご覧ください。 

計画の一部変更を行いますのは、放課後児童健全育成事業に関する部分と、

こども誰でも通園制度に関する部分の２か所です。 

まずは事務局の子育て政策課から、放課後児童健全育成事業の変更点につい

てご説明させていただきます。 

１ページをご覧ください。変更を行いますのは、５の地域こども子育て支援

事業の量の見込みと、提供体制のうちの放課後児童健全育成事業、こちらの各

町の区域がございますが、その内、①水口区域と、次のページの⑤信楽区域の

２つの区域について変更点がございます。まず水口区域の表の下の方をご覧く

ださい。左の方に②確保方策、そして支援単位数とございます。ここの支援単

位数のうち、令和８年度以降、２１の数を２２に変更しております。１増して

おります。これは民設民営児童クラブが令和８年度から新たに開設されること

による変更でございます。 

資料１－２のチラシをご覧ください。新しい民設民営児童クラブ、ハナココ

こどもクラブという児童クラブが開設される予定です。開設場所は、綾野学区

内、水口町城内のみなくるプラザから北に歩いてすぐの距離に、民家２棟を改

修してオープンをされる予定です。こちらは本年度の７月に民設民営の事業者

を公募いたしまして、応募のあった１者について審査手続きを行い、最終的に

新規事業者として決定したものでございます。このハナココこどもクラブは、

市内で３つ目の民設民営児童クラブとなります。綾野学区に位置しております

ので、綾野小、水口小を中心に、基本的には学区に制限されずに、車で送迎対

応をして通っていただける児童クラブになります。 

次に資料の２ページをご覧ください。⑤信楽区域では、下の②確保方策の支

援単位数を、令和８年度から、４から３へ、１減しております。この減少の理

由ですが、令和８年度の児童クラブ入所申し込みを受け付けましたところ、小

原つばさ児童クラブの通年利用申し込みが当初６名と少数であったことから、
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令和８年度から小原つばさ児童クラブを信楽児童クラブと合同で保育をさせて

いただく予定です。なお、現時点では小原つばさ児童クラブでは、入所申し込

みが１名減り、５名が入所予定となっております。この小原つばさ児童クラブ

を合同保育にするにあたっては、入所申し込みしていただいた保護者の方に対

して、昨年度末に説明会を開催し、ご説明させていただきました。また、合同

保育先となる信楽児童クラブの保護者の皆様にも、お手紙でご説明させていた

だいたところでございます。 

最後に⑥全市参考というところをご覧ください。２ページの下半分です。こ

こまでご説明させていただいた通り、支援単位数について、水口区域で令和８

年度から１増、信楽区域で令和８年度から１減となりますので、市全体での支

援単位数の変動はございません。 

ここで、令和８年度、放課後児童クラブの入所申し込みの状況についても参

考として、ご報告させていただきます。本日配布させていただきました資料４

をご覧ください。この甲賀市においては、指定管理者、民設民営のそれぞれの

事業者様の協力もありまして、今年度まで何とか待機ゼロを続けて参りました

が、令和８年度においては、残念ながら待機児童が生じる見込みとなっており

ます。 

水口区域では、水口学区で１５名、貴生川学区で２０名の待機が現時点で生

じております。土山区域では、大野学区で６名の待機が、甲南区域では、希望

ケ丘学区で６名の待機がそれぞれ生じております。 

一番下になりますけれども、甲賀市全体では、現時点では４７名の待機とな

っております。 

今年度については特に水口区域で待機が生じる可能性があると、あらかじめ

見込んでおりましたこともあって、今年度、民設民営児童クラブを新たに募集

し、先ほどお話しましたハナココこどもクラブを開設していただくことになり

ました。そうしたことから、待機となった方には、積極的にハナココこどもク

ラブをご案内しているところでございます。ただ、新しい児童クラブというこ

ともありまして、定員２５名の枠に対しまして、現在１１名の応募にとどまっ

ております。新年度が始まるまでには、できる限り、この待機児童を減らすこ

とができるよう、引き続き事業者と調整を続けて参りたいと考えております。 

続きまして、資料の１－１に戻ります。計画の一部変更につきまして、３ペ

ージ目をご覧ください。 

こども誰でも通園制度の変更点について保育幼稚園課から説明をさせていた

だきます。 

それでは、こども誰でも通園制度の変更についてご説明させていただきま

す。まず資料の３ページになります。令和８年４月から全国で本格実施されま

す、このこども誰でも通園制度ですが、こどもたちが社会性を育む機会を提供

し、育児中の保護者の孤立感を軽減することなどを目的として、ゼロ歳から２

歳までの未就園児が月に一定時間までの利用可能枠の中で、保護者の就労要件

を問わず、時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付制度となっておりま

す。今回変更を行いますのは、量の見込みと確保方策の部分です。地域の教育
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保育施設と連携し、育児等通園支援事業の利用終了後の受け入れ枠の確保に努

める他、乳児等通園支援事業者と、教育保育施設との間で情報を共有すること

ができる体制を整備します。この文言を追加しております。 

こども誰でも通園制度の変更については、以上となります。 

計画の変更点は以上となります。今回委員の皆様から、今回の変更に係るご

質問ご意見をいただきました上で、滋賀県宛に計画変更の届け出を行う予定で

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

会長 はい、ありがとうございました。 

ただいま事務局から第３期甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画の一部

変更について説明がありました。 

この点について委員の皆様からご質問等ございませんでしょうか。 

委員 今日の配布いただいた資料４の、支援単位が４２と合計が出ていると思うん

ですが、事前に配布いただいている計画変更の資料の２ページでは、支援単位

数が４４となっています。 

事務局 ご指摘の通り、数が合わなければならないはずです。すぐに確認します。 

委員 ではここの点については今確認をいただいているということですので、他の

点で何か皆様、気になった点等ございますでしょうか。 

それでは、私の方からよろしいでしょうか。 

乳児等通園支援事業のところの量の見込みと確保方策のところに書いていた

だいている文言なんですけど、こども誰でも通園制度についてはどこの自治体

も、ちょっと困っておられるというか、まだ見通しが立ってないところも多い

と思うんですけど、ここに書いてある地域の教育保育施設と連携し、乳児等通

園支援事業の利用終了後の受け入れ枠の確保っていうのは、具体的に、どうい

うイメージなんですかね。通っていたこども誰でも通園制度で利用していた同

じ園に、そのまままた何らかの形で通えるようにするっていうイメージなの

か、一時保育みたいな感じで使っていくイメージなのか。受け入れ枠、利用終

了後の受け入れ枠の確保について、よろしいでしょうか。 

事務局 この部分の解釈といいますか、こちらの思っているところは委員長おっしゃ

るような、同じ園で受け入れが可能であれば、そういうような接続という部分

もありますし、今おっしゃったような一時預かり保育のような利用もその１つ

の対応策かなというふうに思います。 

また３歳児になられると、１号認定で、いわゆる幼稚園で利用可能な施設も

市内にございますので、そういったところで希望があれば、こちらのあっせん

というか、対応していこうということは考えておりますけど、まだ始まってま

せんので、どうなるかなというところですけども、そういったニーズに合わせ

て対応できればというなイメージです。 

会長 ありがとうございます。 

せっかくなら、こども誰でも通園制度で少し利用してた園に、そのまま入園

できたりすると、こどもたちにとっても保護者にとっても安心かなと思います

ので、方向性について、理解できてよかったです。 
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ありがとうございました。 

他いかがでしょうか。先ほどの件ですかね。 

事務局 先ほど委員からご指摘ございました、支援単位数が異なるのではないかとい

うご指摘についてです。 

資料１－１では、全市⑥のところを見ますと、令和８年度の支援単位数４４

となっております。 

それに対しまして資料４では、支援単位数の列の合計が４２となっておりま

す。こちら、資料４の集計が誤っておりました。甲南区域の合計が１０となっ

ておりますが、各項目を足しますと１１になります。また信楽区域が、足しま

すと３になります。４２に２を足して、合計４４が正しく、計画の４４と一致

します。訂正してお詫び申し上げます。 

会長 ちょっと計算が合っていなかったということで皆様、資料を書き換えいただ

ければと思います。 

他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

そうしましたら本件については以上といたします。 

それでは次に議事の２、滋賀県子ども基本条例及び甲賀市こども基本条例た

たき台について、説明を事務局よりお願いいたします。 

事務局 引き続き子育て政策課の森田より説明させていただきます。 

また説明の前段に今回から甲賀市こども基本条例の制定に向けた検討に入り

ますので、改めて、全体のスケジュールを再確認させていただきたいと思いま

す。 

本日、配布させていただきました資料５をご覧ください。こちらは前回９月

の会議で配布した資料の修正版です。裏面をご覧ください。５のスケジュー

ル、こちらを現時点の状況に合わせて、赤字で修正しております。 

まず、本来でしたら、本今回の会議において、１１月にアンケートを実施し

て、アンケート調査結果の速報を報告させていただく予定でしたが、発送が今

月になってしまいました。そのため、アンケート調査結果については、今回報

告をできず、次回５月の審議会で報告をさせていただきます。ご了承くださ

い。 

条例案につきましては、今回の審議会１月２９日の審議会③、こちらを１回

目として、５月、７月の計３回の審議を行いまして、答申案をいただきたいと

考えております。答申案をもとに、９月にパブリックコメントを実施しまし

て、いただいた意見をもとに最終修正を行います。最後は、条例ですので、１

２月に市議会へ条例案を提案しまして、議決をいただけたら、条例が制定とい

うことになります。 

計画案につきましては、次回５月から、計４回の審議で答申案をいただきた

いと考えております。答申案をもとに、パブリックコメントを実施し、そこで

いただいた意見をもとに最終修正し、来年３月末の計画策定を目指したいと考

えております。また、来年度の審議会につきましては、多くの委員の皆様にご

参加いただくため、あらかじめ日程を設定させていただきました。 

５月２８日、７月３０日、１０月１日、１１月１２日を予定しております。



6 
 

なお、１０月の１日の審議会のみ、午後２時からの予定です。他は本日と同じ

く午前１０時からの予定ですので、皆様ご予定いただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

それでは本題の方に入らせていただきます。 

次第の３議事の２、滋賀県子ども基本条例及び甲賀市こども基本条例のたた

き台について、ご説明させていただきます。最初に、滋賀県子ども基本条例に

ついて説明させていただき、そのあと、市の条例のたたき台についてご説明し

ます。 

資料の２－１と資料の２－３をご用意ください。パンフレットと、条例本文

でございます。資料２－１は、滋賀県子ども基本条例の、大人向けパンフレッ

トです。年末にでき上がったものを提供していただきましたので、主にこちら

を使って本日ご説明いたします。資料２－３は、条例の本文です。こちらの表

面だけで結構ですのであわせてご覧ください。 

それでは、パンフレットの１ページをご覧ください。最初に、子どもの権利

条約、児童の権利に関する条約についての説明があります。この条約はこども

基本法にも取り入れられており、こどもの権利についての法的な根拠は、この

条約になります。県条例では、条例の前文において、この条約とこどもの権利

について触れています。市の条例においても、同じくこの子どもの権利条約に

ついては触れていきたいと思います。 

次にその下です。滋賀県子ども基本条例は、子どもの権利条約、こども基本

法を踏まえて制定しましたっていうことが書かれています。市の条例も同様で

すが、加えて、市の条例は、県の子ども基本条例、こちらも踏まえて制定する

ということになります。 

その下、目的とあります。条例の目的は、子どもの権利が守られ、すべての

こどもが心身ともに健やかに安心して成長することができる社会の実現を目指

しますとされています。市の条例も、この県の条例の目的を参考として作って

いきたいと思います。 

次に、右側の２ページをご覧ください。こどもが待っている大切な権利、と

して、大きく４つ。生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利と、

挙げられています。それぞれ右側の中で具体的な権利の中身について触れられ

ています。 

パンフレットでは、こうした形で子どもの権利についてわかりやすくまとめ

られているのですが、実は、県の条例本文の方では、これらの子どもの権利が

具体的に書かれているわけではありません。後程説明しますが、これに対して

市の条例では、具体的にこどもの権利はこんなものがあるということを具体的

に挙げていきたいと考えております。 

次に３ページをご覧ください。基本理念として、子どもの権利が守られる社

会をつくるために何を大切にするかということが定められています。県の条例

では、子どもの権利を具体的に並べるのではなく、子どもの権利がもう守られ

る社会づくりは、こういったことを推進しなければならないといったことを書

き連ねておられます。 
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次に、４ページ右側をご覧ください。みんなの責任と役割として、基本理念

に基づき、それぞれが果たすべき役割を定めています。子どもの権利を守るた

めに、県では、滋賀県、保護者、事業者、県民こどもを含む学校等と、こうい

ったそれぞれの立場にある皆さんに役割と責任があると、いうふうに定めてい

ます。市の条例でも同様に触れていきたいと考えております。 

次に５ページをご覧ください。こどもの意見の尊重として県条例では、ここ

だけで第２章として重みを持たせておられます。こどもの意見の尊重、こども

の意見をしっかり聞くということは、こども大綱でも大きな重要な要素となっ

ており、市の条例でも、その重要性を強調していきたいと考えております。 

次に６ページです。県の条例では、子どもの権利を守る仕組みとして、まず

は相談窓口、そこで解決しない場合のために、子どもの権利侵害を救済するた

めの公平、中立な第三者機関として、滋賀県子どもの権利委員会、といったも

のを設置しています。ここが県の特色といったところだと思います。なお相談

窓口は、めくっていただいた裏表紙に一覧が相談されています。市では県のこ

の子どもの権利委員会のような救済機関といったものは設置しませんが、子ど

もの権利侵害があった場合は、市での事案であってもこの県の救済機関につな

いでいくといったことが考えられますので、相談窓口に案内するっていうのが

第一段階、それで解決しないような場合には、最後は県の救済機関につなげて

いくといった配慮と対応が必要だと考えますので、そういったことを条例に盛

り込みたいと考えております。 

県条例の説明は以上です。 

この県の条例を参考にした、市の条例のたたき台を説明させていただきま

す。県条例を参考にしながらも、市の条例の独自性も打ち出すことを目指した

いと考えておりますので、委員の皆様の様々な視点からのご意見を期待してお

ります。 

それでは資料２－４をご覧ください。甲賀市こども基本条例のたたき台でご

ざいます。この段階ではまだ、県条例のように条文形式はとらずに、箇条書き

で書き連ねております。文体も「ですます調」で表記しています。このたたき

台から、今回様々なご意見をいただきまして、次回には条例案を作成しようと

考えています。 

条例案になるときには第何条といった条立てにする予定ではありますが、文

体については、県条例のような「である調」ではなく、このまま「ですます

調」でいきたいと考えています。また、使用する言葉も、今書いてあるこの箇

条書きの言葉よりも、もっと簡単でわかりやすくしたいということを考えてい

ます。 

イメージとしては、でき上がった条例が、小学５年生でも読んで理解できる

ような条例。こども目線で、こどもに意味がしっかり伝わる条例にしたいとい

うことを考えております。 

条例は、市の例規担当の総務課からも結構厳しいチェックが入ります。最終

的に、「ですます調」で、やわらかい文体ということを考えてはいますが、そ

れが可能かどうかはまだまだ検討が必要となります。総務課に一緒に検討して
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いただいて、こういったことに挑戦して参りたいと考えております。 

この点、委員の皆様からは、今申し上げましたこども目線でわかりやすい条

例を目指すということがいいのか、また県の条例のようにいわゆる条例らしい

カチッとした体裁とするか、どちらの方向性が良いかということについて、後

程またご意見いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、中身の説明に入らせていただきます。 

まず、前文についてです。この条例の前文とは、条例本体の前に置かれるも

ので、条例の制定の趣旨とか理念、目的などを強調して述べた文章となりま

す。具体的な規範を定めるものではないのですが、各条文の解釈の基準にもな

るものと言われております。県の条例でも、前文、比較的ボリュームのある前

文となっております。市の条例でも、委員の皆様の意見をたくさん取り入れま

して、特にこどもに対してメッセージ性のある前文にできればと考えておりま

す。このたたき台の前文として用意させていただいたものにつきましては、前

半の３つの丸の箇条書きで、こどもの権利保障について触れています。後半の

丸３つ、３つの丸では、こどもの声を聞くこと、こどもの意見聴取についての

重要性について触れております。こちらは本当にもうたたき台ということで提

案させていただいたものですので、大きく変えていただいても全然問題ござい

ませんのでいろんなご意見を、いただけるようによろしくお願いいたします。 

次に条例制定の目的についてです。この目的は、条例制定の目的を簡潔、端

的に表現することが、多いです。県の条例の目的については、最終的な条例の

中身を要約したような形になっております。市の条例でも、目的としては、そ

ういった要約的な形、他になろうかと思いますので、最後でき上がった形から

もう一度目的に振り返って考えるということを、また考えております。 

３の用語の定義についてです。たたき台ではこの６つを挙げておりますが、

最終的に条文に出てきました用語、をとらえまして、必要なものについてこの

定義を定めていきたいと考えています。１点だけ、一番上のこどもの定義につ

いて説明をさせていただきますが、たたき台では、市内に在住し、在学し、ま

たは在勤する。心身の発達の過程にある者。としています。このこどもの定義

について、他の市、市町村では、１８歳未満とか、いう形で区切っているとこ

ろもあるのですが、こちらは県条例に倣って、年齢で区切らず、心身の発達の

過程にあるものというふうにしております。また、県の方は本当に心身の発達

の過程にあるものだけなんですが、市の条例ということで市内の在住在学在勤

と。限定する案とさせていただきました。こういったところについてもまたご

意見いただけたらと思います。 

次に４、こどもの権利についてです。ここでは、県条例のパンフレットを参

考にさせていただいて、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利

と、大きく４つに分類をした上で、権利の中身を具体的に提示するということ

で、箇条書きで挙げております。ここでは、子どもの権利条約やこども基本

法、こどもの意見を踏まえ、特に大切にすべきこどもの権利について定めてい

きたいと考えています。 

次に５のこどもの権利を保障するための役割です。こどもの権利が守るため
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に、それぞれの役割について定めているのですが、県の条例を参考にしながら

ちょっと細分化をしまして、大人の役割、こどもの役割、保護者の役割、学校

と関係者の役割、地域住民等の役割、事業者の役割、市の役割といった形で、

それぞれの役割について、定めております。この分類、細かくちょっと分けた

ことについてもご意見いただけたらと思います。 

次に、こどもの権利を保障するための施策の推進についてです。大きな項目

として、子育て家庭等への支援。こどもの居場所づくり。虐待及び体罰の防

止、いじめの防止、多様性の尊重、意見表明及び参画の促進、こどもの権利侵

害からの救済といったものを挙げています。あまり、具体的な表現ではなく、

個別具体的な施策をこの後、このこども基本条例を制定した後にそれを受け

て、甲賀市のこども計画はできるっていう流れをイメージしていただきまし

て、こども計画の方では、非常に細かい施策も、盛り込んでいきたいと思いま

す。ここの条例では、個別具体的な施策を導くための大きな方向性として、挙

げていただけたらと考えています。 

以上で、市条例のたたき台の説明とさせていただきます。 

委員の皆様から様々なご意見、アイデアをいただきまして、この甲賀市こど

も基本条例に皆様の思いを詰め込んでいただけたら幸いです。 

会長 ご説明ありがとうございました。 

条例を作るっていう経験は私もないんですけれども、どういう意見を出して

いくのがいいのか皆さんも迷われているかなと思います。それぞれの立場から

率直に、感じたところをそれぞれ今日お話していただければなというふうに思

っております。 

ちょっと順番に当てようかなと思ったんですけれども、皆さんに答えていた

だきたいなと思うんですが、それぞれ準備の時間が違うと思いますので、ご意

見のある方から、率直に意見いただけたらなというふうに思います。いただい

た意見が実際に反映されるとか、ここの文章について、こうしないといけない

んじゃないかとかそういう意見だけではなく、本当に広い意味で、皆さんで作

っていく条例ということですので、意見をいただけると大変ありがたいです。 

いかがでしょうか。それでは、私からいいですか。 

２ページのこどものところなんですけれども、近年はこどもだけではなくっ

て１８歳以上の若者、発達の途上にある人も含めて、支援していくっていうよ

うなことになっていいるんですけれども、もしここの中に若者を含むのであれ

ば、この甲賀市こども基本条例っていう条例の名前で、若者が自分たちが当事

者だというふうに、この条例のタイトルを見て、何か感じられるかな、という

ことを感じました。ターゲットが、主に１８歳以下ということであれば、それ

でも構わないのかなと思うんですけど、何かここら辺のターゲットをどういう

ふうに考えたらいいのか。大人っていう表現も出てくると思うんですけど、１

８歳以上の心身の発達の過程にある人は大人じゃないのかとか、何か他の自治

体でもいろいろこういう会議とで、こどもとか大人とかって何かな、みたいな

ところでいつも議論になるんですけども、そこら辺を何か、お考えとかってご

ざいますか。 
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事務局 会長からご意見いただきましたことにつきまして、私も情報提供というか、

ここでの考えというよりは皆さんに促すという形でお答えさせていただきます

けど、まず他市ではこども若者条例という名前になっているというところもあ

るのは承知しております。 

今回、甲賀市としましては、ひらがな「こども」ということを用いることに

よりまして、今までは県のような、子が漢字の「子ども」であったわけです

が、そこでちょっと区別させていただいているのは、ひらがなになることによ

りまして、通常は１８歳までということを考えておりましたが、ひらがなにな

ることによりまして、１８歳以上でも、心身の発達の過程にある方を含んでお

るというところで、考えておったところでございます。 

ただ今の考えが、いややっぱりそれではわかりにくいとか、ひらがなだけで

区別するのはどうかとか、そういった意見も含めて、この会議でご議論いただ

きたいと考えております。 

会長 私もひらがな「こども」の意味は、こども家庭庁の説明とかでわかっている

んですけれども、ただ一般の人がひらがな「こども」と、漢字の「子ども」の

違いを、若者が知ってるかっていうと、多分「こども」っていうのを見ただけ

で自分は関係ないって、当然思いますよね。 

そこら辺のところを、当事者に届けるっていうことをすごく意識して甲賀市

さんの今回の条例を考えておられるので、変えてくださいというわけではなく

って、そのためにどういうふうにしたらいいのかなみたいなところをちょっと

感じました。以上です。 

他よろしいでしょうか。 

委員 今の「こども」というようなひらがなの表現とか、漢字の子を使うとかいう

ことについては、おそらく関係者の中だけでしか周知されていない情報であっ

て、一般的にはまずそんな理解ができないと思います。そこをどう説明してい

くかということと、あと心身の発達の過程にあるという状態を、どういう状況

が心身の発達の過程にあるっていうふうにとらえるのかでずいぶん変わってき

ます。例えば２０歳以上の人に対して、あなたは心身の発達の過程にあるの

で、「こども」ですよという言い方ができるのかどうかって言ったら、おそら

く難しい。だからここはもう、１８歳という、ほぼ法的なラインを引いた方が

わかりやすいのはわかりやすいかなというふうに私は思います。でも他に意味

を含ませるのであれば、どこかでそれを説明しないと、こども若者って言って

しまうかどうか。こども若者条例ですと、いうところかなというふうに、お願

いします。 

事務局 おっしゃる通り、心身の発達の過程にあるということは、ほとんどの方がそ

うではないかということで、完成された大人という意味を、逆に難しい意味で

取ってしまうこともございます。今のご意見のように、しっかりと分けるって

いうのも１つかと思います。こどもといったら１８歳までで、若者と言えば、

概ね３９歳とか、そういった形で定義づけるのも分かりやすいかもしれません

ので、検討させていただきたいと思います。 
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会長 ありがとうございました。 

他、いかがでしょうか。 

委員 その下の大人のところです。 

こどもに関わるこども以外のもの、となっているんですが、これを読むとど

うしても私こどもと関係ないという方がおられると思うんですけど、広い意味

でもちろんこどもに関わっておられると思いますが、何かちょっと説明がある

とうれしいなと思いました。 

事務局 ここも合わせて一緒に検討させていただきたいと思います。 

わかりやすいように、大人の定義も決めたいと思います。 

会長 ありがとうございます。 

他に何か、定義のところ以外でも、それぞれのお立場から気づいたことがあ

れば、よろしくお願いします。 

委員 ４ページの、事業者の役割の部分ですけれども、子育て支援しやすい職場環

境づくりを行います。とあります。 

県のパンフレットとかを見ると、「努めます」と書いてあるので、ちょっと

表現が、事業者としての責務が強すぎるかなという気がしますので、県のよう

な表現をされる方がいいかなと思います。 

事務局 例えば、環境づくりに努める。努めていただきます。とか、そういった形の

表現で、調整させていただきたいと思います。 

委員 前文についての四つ目の丸で、この条例を制定するにあたって、こどもたち

の思いを酌み取るということで、アンケートなりワークショップなりを実施さ

れて、そこから声を拾い上げてきて、それを条例制定の１つの根拠にしている

というふうな流れだと思うんです。その様々な声というのは、こどもたちの声

ってことですか。その保護者さんの声も含めてでしょうか。その根拠の割合と

いうと変ですけども、取り上げる影響というのはかなり大きいのか、一応そこ

は考えておくけれども、広く今の社会の状況とか、子育てに関する環境ととも

に、子育てに当たる者の価値観の変化であるとか、そんなことも含めて、その

こどもの声の直接的なところどれぐらい取り入れていくのかなというところ

を、ちょっと心配でもないんですけども、わからないところがあって。 

例えばですけれども、さっきのこどもの意見聴取の資料の中で、こどもたち

がもっとゲームをしたいと、ゲームができるところを作って欲しいという思い

を拾い上げて、こどもたちがゲーム漬けになっている状況を前提として、条例

制定していくと。極端な例ですけども。そうではなくって、その大人の今の子

育てに関わるものの考え方なりがあると思うので、今のこどもの状況そのま

ま、鵜呑みにしていって、この状況を保障していくのかどうかというところ

に、判断基準となる子育てに対して必要ないろんな価値みたいのが出てくると

思う。その辺り、どんな程度お考えなのか。今のこどもがゲームしたいという

のはもう極端だと思うんですが、単純にはいかない。その辺の取り入れ方。 

それともう１点、ちょっと離れるかもわかりませんが、子育てに関して、ネ

オネグレクトって言って、環境が整っていて、一応一定収入がご家庭でも、こ

どもに対して正面から向き合わずに、ネグレクトではないんだけれども、ほと
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んど外注をしている。子育てを市なり、児童クラブなり、保育園なり、それか

ら学校、そしてその先の受験に関しては塾と、保護者さんが主体となって向き

合わないといけないところを、外の関係機関に任せているっていう１つの指摘

があるんです。それが良いのかどうかは別として。 

そんなことも考えながら、社会的なこどもの育ちに対する課題をどれぐらい

盛り込むのかということも併せて、この制定にあたっては考えていかないとい

けないなと。こどもまんなか社会って言われている、そのまんなかの置き方

が、１つ間違うと、何か違う、ちやほやするというか、こんな言い方したら怒

られると思いますが、何かそれがこどもまんなかなのかっていう、取り違って

しまう方向にならないかなという心配をちょっとしています。 

会長 大事なご指摘かなというふうに思います。 

ネオネグレクトっていう言葉を私も初めて聞きました。 

今の子育てを振り返ってみて、確かにそういう側面が心配される部分として

あるかなっていうのは、私も自分自身も含めて感じたところなんですけども。

今回、そのゲームのところ私も、ずっとしてたいっていうその意見について、

こどもの意見を聴くということはどういうことか、改めてちょっと考えさせら

れたんですけど、事務局として今のご意見について何かございますでしょう

か。 

事務局 まず１点目でございますが、取り上げる割合についてでございます。趣旨と

してはこどもの意見をしっかり聞いていくというところで、どんな意見が出る

かというところで、当然、条例に上げる段につきましては、ある程度制限がか

かってくると思います。ただ、そういったテーマパークが欲しいとか、ゲーム

をしたいとか、そういった意見はあると思いますし、やっぱりそれがこどもの

思いだというところをしっかり酌み取っていくっていうところが大事だと思い

ますので、出た意見につきましては、できるだけ全部にフィードバックしてい

くというところで、あなたの考えがこういうところに使われているとかのフィ

ードバックが必要であるかなというふうには感じております。 

２点目のネオネグレクトの件につきまして、こういった事象も含めて社会的

な課題とされる部分につきましては、ヤングケアラーしかり、そういった部分

もございますので、そういった意見を取り上げていただくと非常にありがたい

と思っています。できる限り条例にも、上げていってもいいのかなと思いま

す。ただ、こどもまんなか社会とは、やっぱりこどものわがままを聞くわけで

はないとは思いますので、そういったところはこの会議としてもしっかり何か

定義づけていくということが大事かなと考えております。 

委員 私は保育園に勤めているんですけれども、やはりこどもさんの心の声を、し

っかり聞いて、やっぱり笑顔で安心して過ごしてもらえるっていうところが、

私たちも仕事かなあというふうに思っているんですけれども。 

そういったところでは、前回、病児保育のお話とかも出ていましたけれど

も、保護者からしたら、すごく安心で、病児保育があるのはすごいいいことだ

なっていう反面、私たちがこどもを見させていただくときに、今日はこの場所

で、病気のときはこの場所でといった環境が、本当に「こどもまんなか」なの
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かなあっていうような思いをするときもありますし、４ページの事業者、とい

うところでも、もしかしたら働きやすい環境があればいいなあという意味で

は、私の立場でいきますと、結構働きやすい環境を、事業所の皆様が作ってい

ただけたらとてもありがたいなっていうふうな思いがあります。このようにこ

こは入れていただいているので、ありがたいです。あと、やはり園でこれから

すごく課題になってくるなと思うのが、外国籍のお子さんがすごくいらっしゃ

って、お子さんも保護者の皆さんも、すごく安心して、日々過ごせるようにっ

ていうところのページのあたりのところ、具体的にはわからないんですけど、

もう本当に、毎日やっぱり不安の中で、生活されている部分もあるのではない

かなあというところで、何か具体的な、形でという言葉が、私自身はちょっと

出せないんですけどもそんなふうな思いがあります。 

あと、やはりそれぞれの役割は書いているんですけれども、結局のところ大

人同士の繋がりみたいなところとか、こどもたちを見守る連携みたいなところ

が含まれているといいなと私は思います。 

会長 大人たち同士のこどもを守るためのネットワークも必要であるということ

と、あと外国にルーツのあるご家庭っていうのが今すごく増えてると思うんで

すけれども、甲賀市では、日本人だけじゃなくて、外国にルーツのあるこども

たち、子育て家庭も含めて、しっかり支援していくんだと入れていただくこ

と、いい意見だと思います。 

事務局、今のご意見で何かございますでしょうか。 

事務局 ３点いただきました。どれも重要なことであると思います。 

最初に提案いただいた病児保育の件につきましてもいろんなご意見を確かに

いただいております。 

保護者の部分のウェイトが大きいですので、そういったところ、こどもを真

ん中に置いた部分で働きやすい環境っていうのは、ある程度必要かなっていう

のは感じております。 

また２点目の外国籍のこどもさんにつきましても、非常に増えてきておりま

すので、単に通訳だけでなく、心のケアもできるような、施策に繋がるような

ヒントがあればまたこの会議で上げていただきたいなと思います。 

それと最後、大人同士の見守りというところにつきましても、やっぱり甲賀

市はまだ比較的、中山間地域も多くございますので、地域での繋がりっていう

のも非常に大事かと思ってます。そういった甲賀市の強みの部分も、条例の部

分で何かこうあげられたらいいかなというふうに感じております。 

会長 ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

委員 １つ、こどもの権利が守られる、あなたの権利は守られているんですよって

いうのはいいんですけれど、私はコミュニティスクールや、スクールガード

で、こどもたちと一緒に、登校班と一緒に学校まで歩いていってその間に会話

をしたりとか、あと水口中学校区になるんですけれど、いしずえ推進会議の委

員もやらしていただいたりするんですけれど、そういった中で感じるのが、私

の権利を主張するのはいいんですけれど、相手にも、同級生にもやはり権利が



14 
 

あるんだよと。お互いに権利同士、やり合っていると、結局うまくいかない。

学級崩壊に繋がってくるっていうことも実際ありますので、自分の権利の主張

はいいんですけど、相手の権利もしっかりと、受けとめるっていう、その辺の

ことが何か盛り込まれてもいいのかなと感じました。 

もう１つが、県のほうもアンケートを取られるとか、いろんなところに高校

生大学生も含めて、いろんな意見聴取をされているんでそれを参考にしたって

いうのがあるんですけれど、先ほどの「こども」っていうとらえ方の中での高

校生や大学生が、小学生、中学生に実際に関わったことによって、すごく伸び

るっていう部分があるんです。私は「こども未来会議」をやっているんですけ

れど、そこにサポーターとして高校生や大学生が来てくれると、その子たちの

話によって小学生、中学生がすごく伸びるんです。その辺の関わりもちょっと

どこかにあると良いのかなと思いながら、これなかなか文章にするのは難しい

んで、次の段階のこども計画の方に持っていった方がいいのか、ちょっとそこ

迷っているんですけれど、でも確かに１８歳と区切ったときに、その上の若い

世代が関わることで、すごくこどもたちが伸びることも間違いないので、ちょ

っとそういうこともあればなあというふうに思いました。 

事務局 １点目の、確かにこどもの権利主張ばっかりではというご意見でございまし

たので、確かに相手にも権利があり、しっかり尊重すできるようにお互いがっ

ていうところは、条例に挙げていくべきかもしれませんので、考えさせていた

だきます。 

２つ目の高校生、大学生のことでございますが、これも夏に実際に行かせて

いただきまして、非常にコミュニケーションが取れているなと感じておりまし

たので、そういった役割の方がいるからこそ、前のアンケートもしっかり仕切

っていただいたという部分がございました。そういった役割の部分について

も、何かの形で表していけたらなと考えております。 

委員 小児科医としてこの地域のこどもたちのつき合いが、気がつけば３０年近く

になりました。その間、小児科医としての、仕事、役割としましてもちろん、

４番のこどもの生きる権利のところで、「病気をしたら病院で治療が受けられ

ます」というところですが、そういう病気の治療対応というのはもちろんなん

ですけども、それと同時に、赤ちゃんの乳児健診ですとか、予防注射ですと

か、病気の対応と未然に防ぐ予防の考え方と、その２つの取り組みはもう車輪

の両輪のように大事だと思います。 

ですから、もし可能であればそのこどもの生きる権利のところに、病気の治

療が受けられるだけじゃなくて、健康だったり、元気、健やかに成長できるっ

ていうような、文言が入ると素敵かなと思います。というのは、ちっちゃい乳

児達を想定すると、その子たちが自分で受診するわけではないので、その保護

者が関わることで、働きかけることで、それは実現できる課題だからです。 

事務局 先生がおっしゃってくださったように、こどもの健康を守るという点につき

ましては、病気になってからっていうことではなく、予防が大事です。今まで

からもそれはこどもだけではなく、大人もそうであると考えておりますので、

この件につきましてはまたちょっと表現を考えていけたらなと思っておりま
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す。 

委員 こども基本条例が小５でも理解できるような内容にすると、最初に言ってく

ださいましたけれども、例えば、虐待の家庭の中で、こどもにもいろんな問題

があったとしても、親自体にいろんな課題があるということを聞きますので、

こどもだけじゃなくって、こういうこども基本条例があるということを、そう

いう親たちにも届くような、わかりやすい内容にしてほしいです。やっぱり理

解力が低い親もいらっしゃると思うんです。こどもにも大人にもわかるよう

な、条例になればいいなと思います。 

事務局 おっしゃる通り、そういうご家庭もございますので、条例本文を見ていただ

いたら、ある程度理解できるような形で進めさせていただきたいと思います。 

またそれと、条例がしっかり届くように、これを手に取っていただくことが

まず大事だと思いますので、そういった工夫も含めながら進めて参りたいと思

います。 

会長 ありがとうございます。他はいかがでしょうか。 

改善点だけでなく、感じたことでも結構です。 

委員 条例の文言をこういうふうにしたらいいんじゃないかみたいな意見がちょっ

と自分の中で出てこなくて、ちょっと見た中の感想になって申し訳ないんです

けれど、２ページの育つ権利というところで、例えば遊んで楽しく過ごします

とか、自分らしく過ごせる居場所がありますっていうようなところを見たとき

に、先ほどの放課後の児童クラブの、今回ちょっと待機が出ましたよっていう

話を受けて自分の中で浮かんだんですけれど、ちょっと今回どういう選考基準

というのがわかってないところがある中でなんですけれども、おそらくこども

の年齢や、保護者の就労状況、どれぐらいの時間に帰ってくるか、そういうと

ころを総合的に見て、おそらく判断いただいたんだろうなと想像がつくのです

が、こどもたちの年齢が上がっていったら、児童クラブ行きたくないとか、友

達と遊びたいとか、そういった中で高学年は人数が減ってくるかなと思うんで

すけど、やはりそういった中でもこどもさん本人や、保護者の方の希望という

か、放課後の過ごし方についての課題とか心配事がある中で、今回申し込みを

されたところがあったかなと思うので、今回入れなくてちょっとどういうふう

に過ごされるのかなというなところをちょっと想像していました。ハナココさ

んも、いろいろ取り組みされてるみたいで、気になるなと思いつつ、今は送迎

が必要というか、ハナココさん自体が送迎されるわけではないのですか。送迎

されるのですか。そういうところも、何かうまく使いながら、楽しく安心安全

に、放課後の大事な時間をこどもたちが、過ごしていけたらなあということを

思って見ていました。 

今、私のこどもが全員未就学児で、来年から１年生になるんですけれど、

今、未就学の間は結構いろんな過ごしの場所がすごくあるなと思っていて、す

ごく充実していて、安心安全に過ごせる場所がたくさんあるんです。けれど、

その多くが小学生になったらもう使えないところが多くて、まだちょっと私も

調べきれてないんですけれど、入れなかったり、ちょっと入ろうか迷ってたけ
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ど、家で頑張ろうかなってなったお子さんたちが、ご家庭以外でもちょっと楽

しく過ごせる、こどもたちが集まったりできる、一定ルールを設けながらそう

やって過ごせる場所とかが、何かあったらいいのになあみたいな。予算とか人

材が必要な中での、ちょっと勝手な希望になるんですけれど、そういったとこ

ろは思いました。 

事務局 非常に大事なことで、待機の部分につきましてはこちらの基準に従いまして

決まっておりますが、児童クラブだけでなく今おっしゃった気軽に相談できる

心配事とかが相談できるような場所っていうのは、貴重なご意見と思いますの

で、そういったご意見も踏まえながら、施策に生かす方向で考えていきたいと

考えております。 

会長 ありがとうございます。 

年齢が大きくなると、居場所をどう確保しようかということとか、年齢的に

ひとりで家に居られるようになるとは思うのですが、ゲーム漬けになるんじゃ

ないかとか、いろいろ心配事があります。今回のこども意見聴取でも、友達と

遊べる場所が欲しいとか意見がありました。委員がおっしゃるように、条例が

あっても中身の伴う施策がないと意味がありませんので。 

他にいかがでしょうか。 

委員 感想になってしまうかもしれませんが、５年生向けに条例を作られるってい

うのは、いい取り組みだなあと思いました。ただ、抽象的なことが記載される

ので、どうしてもその小学校５年生ぐらいになると、少し抽象的な思考ができ

始める時期だと思うので、そういう意味では、どうしても条例の中で説明がす

ごく増えてくるんだろうなって思います。そういった中でも、やっぱり文字で

の説明だけでは分からないこととかたくさんあると思うので、そういったとこ

ろの説明とか、人権教育的なものをどこかで取り入れたりとかする機会ってい

うのは設ける必要があるのかなと感じました。 

あと、小学校５年生向けにされることで、条例の中で賄いきれない部分って

いうのがおそらくあるだろうと思うので、そういったところをどういうふうに

盛り込むのかっていうところは、考えないといけないと思います。 

事務局 １点目の、確かにそういった抽象的な部分になりますと、そういった部分が

出てきますので、さきほどおっしゃられたように、人権教育というところに関

して、しっかりそこも学んでいただけるような仕組みがあれば、併せて相乗効

果が生まれるかなというふうに考えております。 

それともう１つ書ききれない部分も確かに出てきますし、フィードバックす

る部分もありますので、条例本体とは別に何かこう、絵も用いた、滋賀県のパ

ンフレットみたいな形のものも必要ではないかなと考えております。 

会長 ありがとうございます。 

何かＹｏｕＴｕｂｅ動画みたいな、こども家庭庁も作ってますけど、ああい

うのとかできると、学校とかでも、全体に見せやすいかなというふうに思いま

した。 

他にご意見いかがでしょうか。 
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委員 こどもの居場所づくりですね、支援に努めますということは、すごく良いこ

とだなと思います。今の若い方たちは、引きこもりとか、登校拒否でなく、登

校することができないこどもたちが増えてると思います。 

私ごとですが、長男が中学１年、２年は喜んで楽しく学校に行ってたんです

けど、中学３年のときにクラス替えがあって、仲良かった生徒さんたちとクラ

スが分かれて、みんなにしかとされたとか言って、もう学校行くのがいいや言

うて、１年間、学校行くことができなかったんです。 

その時に私は担任の先生と校長先生と、何回も中学校に行って話し合いをし

たんです。ある日、担任の先生からお電話いただいて、「息子さんがいないか

ら探したら、トイレで友達３人ほどに恐喝されてたんです。１２０円取られ

た」って。それは私、校長先生に言ったんですが、校長先生は１２０円ぐらい

安いもんやって言ったんですよね。私はその時に、校長先生から見たら１２０

円は安いかもしれんけど、ひとり親家庭にとって１２０円は大金ですし、お金

の問題ではないって言うたんです。そのときに、クラスを変えて欲しいって言

うたんです。もう頭ごなしに校長先生は、クラスは変えられませんよね。結

局、私の息子は１年間、学校へ行くことができませんでした。その時にやっぱ

り１年自分の部屋でこもってたらあかんな思って、私はちょうどスイミングに

通ってたので、夜の部に変えて、息子も一緒に入会さして、毎日スイミングで

泳がして体力つけるように、１日家にこもってたら育ち盛りの体にもよいこと

じゃないと思って、１年間、夜にスイミングに通わせました。その時、私は両

親の介護もしてたので、それに仕事もしてたのに大変な時期やったんですけ

ど。校長先生が、そういうふうに頭ごなしに言われたようなことではなく、も

うちょっと、保護者の意見とか聞いて欲しかった。担任の先生はすごく良い先

生で、学校の帰りに家に寄って、息子に今日はどうやったとか言うて、今日は

こんなことがあったよとかいうて、毎日寄って教えてくれてたんです。 

中学校卒業で進路を決めるときに、結局１年間学校に行ってなかったので、

やっぱり県立高校は試験が受けられないので、担任の先生が亀山の高校を紹介

してくださいました。そこに通うようになって、私も亀山まで私の家から片道

５０キロ、送り迎えをずっとさしてもらってたんですけど、大変やった時期で

した。その後、この二、三年ぐらい前でしたかな、どこの市町村か忘れたんで

すけど、学校へ行けないこどもさんが、クラスを変えたとかいうのがニュース

に出てたんです。うちの息子も、今の時代やったら、クラスを変えてもらって

喜んで学校行けたのになということがありました。私自身の勝手な意見ですけ

ど。やっぱり、もうちょっと学校側と保護者側が親身になって、こどものため

に大人が何をしてあげたらいいのか、そういうのを考える時代になって欲しい

な思います。今この居場所づくりとか、支援に努めますって書いてあるので、

学校に行けないこどもたちとかが行ける居場所づくりとかの支援をして欲しい

なって思います。 

会長 貴重なご体験を共有していただきありがとうございます。 

事務局、いかがでしょうか。 
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事務局 貴重なお話をお聞かせいただきました。 

居場所につきましては、現在、幾つかございますが、甲賀市としてしっかり

充実させていきたいと考えております。 

会長 何らかの理由で学校に行くことが難しいこどもたちに、どうやって寄り添っ

て何か他の方法取れるかっていうようなところとかも、今後ますます重要にな

ってくると思いますので、盛り込むことができましたら、入れていただけたら

なというふうに思います。 

他いかがでしょうか。 

委員 重なっているかもしれないですが、こども目線にされるっていうことだった

んですけど、こどもはこの条例になかなか自分からたどり着けないと思うんで

す。５年生以上に配布されるご予定なのでしょうか。 

それと、配布される、その条例という言葉がこどもにとっては難しいかと思

うので、この条例自体の説明も必要なのかなと思いました。 

もう１つは、２ページの用語の定義のところなんですけど、こどもの次に、

大人があって、そのあとに保護者って続くんですけど、大人から下は全部大人

なので、保護者から始まって、最後に上記以外の大人、みたいな書き方でもこ

どもにはわかりやすいのかなと思いました。 

会長 ありがとうございます。事務局いかがでしょうか。 

条例という言葉が難しい。確かに、そうですね。 

 １点目、資料配布につきましては、できる限り市内に行き渡るような形で、

５年生とは言わず、用意させていただきたいと思います。 

それと条例の説明の部分につきましても、これも、そもそも条例とはという

ところも大事かと思いますので、そこも含めて、啓発させていただきたいとい

うふうに考えております。 

あと最後、用語の定義についても考えさせていただきますが、今日ここのあ

たりを議論いただけたら非常にありがたかったと思いますので、それも含め

て、次回には提案させていただきたいと考えております。 

会長 ありがとうございます。 

他にいかがですか。 

委員 こどもの権利っていうと、こどもにとっては言葉だけではわかりにくいので

すが、割と具体的には書かれていると思う。それをこどもがどのように理解し

ていくか、学習する場をまた、これに関しては作っていただけたらなと思いま

すし、親とか保護者に、こういったこどもの権利があるということを、浅くて

もよいので、広く知らしめて欲しいと思います。条文的には、どうこうってま

だ、何日か前に目を通しただけですので、分かりかねるのですが。 

会長 ありがとうございます。 

事務局いかがでしょうか。 

事務局 しっかり学習する場を、ということでした。これも含めて、条例を作った後

が大事だと思っています。滋賀県さんもやっておられますけど、出前講座など

で市内を回るというのも考えておりますし、２点目の広く知らせて欲しいとい

うのも含めて、進めていきたいと考えております。 
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会長 ありがとうございました。 

次、よろしくお願いします。 

委員 私も、こどもとの接点があまりないのですが、去年、乳幼児、１歳から２歳

までの、子育てしておられる親御さんに、朝ご飯の大切さについてお話をさせ

ていただきました。結構親御さんは、朝ご飯に１歳の離乳食、何を作っていい

のかわからないということで、市の栄養士さんとお話をさせていただいて、そ

のレシピを提供して、お話しをさせていただきました。今は便利な、すぐ食べ

させられる離乳食みたいのもある中で、結構みんな一生懸命聞いていただい

て、やっぱりこの生きる権利の中にはしっかり食べることができるっていうの

は、乳幼児期は、親がやっぱり食べさせてあげないと、食べることができない

ので、親御さん対象の子育ての勉強会というのがあるのは良いことだと感じま

した。あと、ペープサートを使って、低学年ぐらいのお子さん対象に、ご飯の

大切さを啓発したりしています。やっぱり生きる権利の、まずしっかり食べら

れるっていうこと、これがすごく大事だなと思いました。 

会長 食べるってすごく大事なことかなと思います。ありがとうございます。 

事務局いかがでしょうか。 

事務局 大変貴重なご意見ありがとうございます。 

もちろんこども自身ができないので、先ほどのお話もありましたが、保護者

なり親がどれだけ条文を知って、実施できるかっていうところが大事だと思っ

ております。 

やっぱり様々な団体の皆さんがいろんな活動をしていただいているので、そ

ういうこともみんなで連携しながら、市だけが言うんではなくって、いろんな

団体さんの活動の中で、条例を知っていただくことで実施できる内容もあるか

なと思っておりますので、貴重なご意見かなと思っていました。 

会長 ありがとうございます。 

委員、よろしいですか。 

委員 １つだけ教えて欲しいのは、今日、事前にいただいたこのこども基本条例の

冊子ですけど、これのこども向けいうのがあるんですか。これは大人向けと書

いてるんですけれども、ひょっとしたらこども向けというのがあればまた教え

て欲しいなというのが１つあります。 

事務局 県のパンフレットについては、今お配りしたのは大人向けです。ほかに、こ

ども向けというものと、中高生向けのものと、３種類作られております。こど

も向けについてはクイズ形式のものを入れるなど、親しみやすいパンフレット

を作られております。全種類を本日の資料として一緒にお配りしたらよかった

のですが、次回にはお配りできるようにご用意させていただきたいと思いま

す。 

委員 最近は多国籍のこどもたちが増えたっていうことなんですけれども、私たち

は、３か月のこどもの訪問活動を行っています。私の場合は、日本人のこども

がいなくて、ほぼ外国の子が多いです。ですから、赤ちゃん訪問に、わかりや

すい外国語で、その親御さんたちにもわかるような資料出していただけるとあ

りがたいなと思っております。 
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水口町では、わかりやすい日本語で書いた外国の方向けのパンフレットを渡

しているんですけれど、最近はブラジルとかよりもベトナムの方が増えました

ので、ベトナム語をよく分かる方に作っていただいて、やさしい日本語での説

明をしたパンフレットを作っていきたいなとは思っております。 

そういった意味で、例えば、保育園の案内文とかもらいに来られた場合、説

明でわかりやすいものをつけていただけたらなと思っております。 

会長 ありがとうございました。 

こども版とあわせて外国版ということで、事務局よろしくお願いします。 

事務局 保育園の入園申し込みの冊子の件ですけれども、数か国語の翻訳版はあるん

ですけれども、おっしゃる通りすべての言語には対応できてないのは認識して

おります。また、今後の課題として、対応できたらなというふうに考えてま

す。 

会長 ありがとうございます。 

今いろいろなご意見いただいたんですけども、これは付け加えておきたいっ

ていうような意見とかございますでしょうか。 

委員 前回もお聞きして、この基本条例の趣旨とは異なってくるかもわからないん

ですけれど。いわゆるスマホとかＳＮＳの影響というのは、こどもが今もろに

受けていて、現場の中学校もそうですし小学校もそうなんですが、そのＳＮＳ

上でのいじめとか、それからニュースにもなってますが、暴力動画を撮影して

拡散してるとか、何かそんなことが本当に現実に起こっています。それはよく

ご承知だと思うんですが、それについてもある程度子育て段階というか、本当

に小さいお子さんを育てておられる段階から、小中学生も含め、何らかの規制

がやっぱり要るのではないかなっていうことが世界中で言われています。実際

に規制しているところ、この前もちょっとお話しさせてもらったかもわかりま

せんが、豊明市はもう条例化していて、スマホの制限をかけています。その辺

の規制等について、この条例の中に盛り込めるのかどうかわかりませんが、何

かそんなご予定とかお考えみたいなものがありますか。 

会長 ありがとうございます。 

事務局、お願いします。 

事務局 今スマホとＳＮＳ等の影響でございますが、そういったことは社会問題にな

っておるというところで、考えていかなければならないと思っております。 

ただそれにつきましては教育委員会サイドや、携帯ですと総務省とか、そう

いった管轄の部分も含まれてきますので、全体の議論も必要かなというふうに

思ってますので、こども部でできることも考えつつ、そういった議論を考えて

いきたいと思っております。 

委員 この規制については賛否両論あって、豊明市でもいろんな意見が出てるので

本当に難しいと思うんですが、教育委員会サイドではそういう、学生に関わる

議論はやっぱり進んでますか。されていますか。 

事務局 ちょっとそこまでは分かりません。すいません。 
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会長 ありがとうございます。他、よろしいでしょうか。 

大変貴重なご意見をたくさんいただきありがとうございました。それでは本

件については以上といたします。 

次に議事の３、こども意見聴取・人権フェスタの結果報告について、説明を

事務局よりよろしくお願いいたします。 

事務局 それでは議事の３です。資料３をご覧ください。こども意見聴取の結果を報

告させていただきます。 

１１月２２日、碧水ホールにて、甲賀市人権フェスタが開催されまして、そ

のイベントにおきまして、家庭児童相談室と子育て政策課でパネル展示を行う

とともに、来場したこどもたちから意見聴取を行いました。表紙をめくってい

ただきますと、写真が２枚ございます。上の写真は、パネル展示をした２つの

うちの１つの様子です。もう１つ、家庭児童相談室の方で、こどもの虐待防止

っていうパネル展示をさせていただきまして、その隣でこのような写真のパネ

ル展示をさしていただきました。 

こちらは子どもの権利条約についてのパネル展示をしまして、滋賀県子ども

基本条例のパンフレットのこども版を配布し、こども家庭庁のこどもの権利に

ついての動画をタブレットで流しながら、「あなたのあったらいいなをきかせ

て」と題しまして、こどもたちの気持ちを付箋に書き出してもらいました。 

下の写真は、僕たち私たちの気持ちということで、付箋にいろんな気持ちを

書き出してもらった写真です。次のページをご覧ください。上の写真が、ちょ

うどこどもさんを相手に意見聴取をしている様子の写真です。来場したこども

たちの年代としては、未就学児から小学生の方が多かったです。中高生の方も

何人か来られて、意見をくださいました。 

下はスタッフの写真です。家庭児童相談室の職員さんが、このウサギの着ぐ

るみを着てくださいまして、こどもたちを惹きつけてくださったので、たくさ

んのこどもたちから声を集めることができました。 

次のページ以降は、こどもたちからいただいた意見をカテゴリー分けしたも

のです。甲賀市にあったらいいなと思うものを付箋に書いてねと言って書いて

もらったところ、一番多かったのがやはり遊び場や公園が欲しいという意見、

これが１１件で一番多く、関連して、室内の遊び場が欲しいという意見も２件

ありました。続いて、大型施設が欲しいという意見が４件。綺麗なまちになっ

て欲しいという意見が３件。学校環境を良くしたいという意見が３件。安心安

全なまちになって欲しいという意見が３件。元気で明るく仲良しでいられるま

ちにしたいという意見が３件。もっとゲームがしたいという意見が２件、その

他３件と、まとめました。 

この意見聴取から、先ほども委員からご意見がありました通り、どういった

ものをこの条例や計画に取り込んでいくのかというところでございます。やは

り、出てきた意見の中では、遊び場や公園が欲しいという声が一番多くあった

ということから、条例のこどもの権利という点では育つ権利、それを保障する

ということとして、また、計画では、そのための居場所づくりという点に繋が

っていくかなと考えております。 
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条例制定、また計画策定、それぞれのためにこどもの意見を活用していきた

いと思います。以上、こどもの意見聴取結果のご報告でした。 

会長 事務局から人権フェスタにおけるこどもの意見聴取の結果報告について、説

明がございました。この点について委員の皆様からご質問やご意見等ございま

すでしょうか。 

先の議論でもう少し出していただいていたところかなと思いますけれども、

こどもたちがこういうふうに普段考えていて、今後、この意見の中で条例や市

の施策として、どういうふうに位置付けていったらいいのかっていうことは、

今後の検討課題かなというふうに考えております。 

こちらは参考ということで、皆さん、また見ておいていただければと思いま

す。本件については以上といたします。 

以上で本日の議題はすべて終了いたしました。 

委員の皆様には議事の運営にご協力いただき、ありがとうございました。 

 

４．副会長 閉会挨拶 【林副会長】  

 

 今日は第３回目の子ども・子育て応援団会議ということで、特に、令和９年に向けてこど

も基本条例のたたき台の部分をご審議いただきました。 

もう来週から２月になるという時期になりまして、今現在、大寒ということで、本当に一

番寒い時期でございます。本当に身の引き締まる冷え込みの中で、いつも信楽はマイナス４

度とか言われますけれども、まだ今年はちょっとマシなんかなという気がしております。 

また、今後立春へ向けて、あと１週間ほどでございますけれども、まだまだ雪が降るよう

な天気予報でございますけれども、だんだん日が長くなってきてんのかなあという思いをし

ております。 

皆様方本当に寒い時期でございますけれども、お体の方をご自愛いただきまして、また次

回この応援団会議、ご案内先ほどもありましたけれども、ある程度の事前の日程も決まって

おりましたので、ご予定も入れていただければありがたいなと思います。 

本日は長時間にわたりまして、ありがとうございました。お気をつけてお帰りいただきた

いと思います。 

 

５．閉会 


